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衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
日
韓
外
相
会
談
後
の
日
韓
外
相
共
同
記
者
発
表
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日
の
日
韓
外
相
会
談
で
確
認
さ
れ
た
慰
安
婦
問
題
に
関
す
る
合
意
（
以
下
「
当
該
合
意
」

と
い
う
。
）
の
内
容
は
、
同
会
談
後
の
共
同
記
者
発
表
の
場
で
発
表
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
日
本
政
府
の
言
う
「
慰
安
婦

問
題
」
と
大
韓
民
国
政
府
の
言
う
「
日
本
軍
慰
安
婦
被
害
者
問
題
」
と
の
間
に
違
い
が
あ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。

共
同
記
者
発
表
に
至
る
経
緯
等
、
外
交
上
の
や
り
取
り
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
の
①
に
つ
い
て

岸
田
外
務
大
臣
の
発
表
の
う
ち
、
「
日
本
政
府
は
上
記
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、
上
記
②
の
措
置
を
着
実
に
実
施
す
る
と

の
前
提
で
、
今
回
の
発
表
に
よ
り
、
こ
の
問
題
が
最
終
的
か
つ
不
可
逆
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
」
及
び
尹
炳

世
大
韓
民
国
外
交
部
長
官
の
発
表
の
う
ち
、
「
韓
国
政
府
は
、
日
本
政
府
の
表
明
と
今
回
の
発
表
に
至
る
ま
で
の
取
組
を
評

価
し
、
日
本
政
府
が
上
記
�
�
②
で
表
明
し
た
措
置
が
着
実
に
実
施
さ
れ
る
と
の
前
提
で
、
今
回
の
発
表
に
よ
り
、
日
本
政

府
と
共
に
、
こ
の
問
題
が
最
終
的
か
つ
不
可
逆
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
」
が
該
当
す
る
。

二
の
②
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
仮
定
の
質
問
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
の
③
に
つ
い
て

竹
島
は
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
り
、
大
韓
民
国
に
よ
る
竹
島
の
占
拠
は
不
法
占
拠
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
今
後
と

も
、
竹
島
の
領
有
権
の
問
題
の
平
和
的
解
決
を
図
る
た
め
、
粘
り
強
い
外
交
努
力
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
と
い
う
立
場

に
変
わ
り
は
な
い
。

三
の
①
に
つ
い
て

先
の
質
問
主
意
書
（
平
成
二
十
八
年
一
月
十
四
日
提
出
質
問
第
四
二
号
）
四
（
一
）
及
び
（
二
）
の
う
ち
、
「
こ
の
韓
国

側
の
発
言
②
の
部
分
が
履
行
さ
れ
な
く
て
も
」
及
び
「
「
在
韓
国
日
本
大
使
館
前
の
少
女
像
を
撤
去
し
な
い
」
と
い
う
「
可

能
な
対
応
方
向
」
で
「
適
切
に
解
決
」
し
た
場
合
」
が
仮
定
の
質
問
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

三
の
②
に
つ
い
て

当
該
合
意
の
内
容
は
、
岸
田
外
務
大
臣
と
尹
炳
世
大
韓
民
国
外
交
部
長
官
が
共
同
記
者
発
表
の
場
で
発
表
し
た
と
お
り
で

あ
り
、
こ
れ
以
上
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
対
応
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た

い
。

二



三
の
③
か
ら
⑤
ま
で
に
つ
い
て

当
該
合
意
の
内
容
は
、
岸
田
外
務
大
臣
と
尹
炳
世
大
韓
民
国
外
交
部
長
官
が
共
同
記
者
発
表
の
場
で
発
表
し
た
と
お
り
で

あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
日
韓
両
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
合
意
を
着
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。

三


